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社
会
人
に
な
っ
た
皆
さ
ん
へ

　

会
社
な
ど
が
毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス

か
ら
所
得
税
を
差
し
引
い
て
税
務
署
へ
納

付
す
る
仕
組
み
の
こ
と
を
「
所
得
税
の
源

泉
徴
収
制
度
」
と
い
い
ま
す
。

�
　

給
与
所
得
者
が
毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ

ス
の
支
払
い
を
受
け
る
と
き
に
は
、
健
康

保
険
料
や
厚
生
年
金
保
険
料
な
ど
の
社
会

保
険
料
を
差
し
引
い
た
後
の
給
与
な
ど
の

金
額
に
応
じ
て
、「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

税
額
表
」
に
よ
っ
て
求
め
た
所
得
税
が
源

泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

�
　

毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ

る
と
き
に
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
一

年
間
の
合
計
額
と
、
そ
の
年
の
給
与
総
額

に
対
す
る
年
税
額
と
は
、
次
の
よ
う
な
理

由
な
ど
に
よ
り
一
致
し
な
い
の
が
普
通
で

す
。

①　

結
婚
、
出
産
、
就
職
な
ど
の
た
め
、

毎
月
の
源
泉
徴
収

年
末
調
整

年
の
中
途
で
扶
養
親
族
の
数
が
変
わ
る

場
合
が
あ
る
こ
と
。

②　

生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
の
控
除

や
配
偶
者
特
別
控
除
は
、
毎
月
の
給
料

や
ボ
ー
ナ
ス
の
源
泉
徴
収
の
と
き
に
は

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　

こ
の
た
め
、
そ
の
年
の
最
後
の
給
料

や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ
る
と
き
に
、

毎
月
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
合
計

額
と
、
一
年
間
の
給
与
総
額
に
対
す
る

年
税
額
と
の
過
不
足
額
の
精
算
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
こ
の
精
算
手
続
き
は
、

通
常
十
二
月
に
行
わ
れ
ま
す
の
で
、「
年

末
調
整
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

大
部
分
の
給
与
所
得
者
は
、
年
末
調

整
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
所
得
税
の
納
税

が
完
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

改
め
て
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

�
　

給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
二
千
万
円
を

超
え
る
方
や
給
与
所
得
や
退
職
所
得
の
ほ

か
に
二
十
万
円
を
超
え
る
所
得
が
あ
る
方

な
ど
は
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
給
与
所

給
与
所
得
者
の
確
定
申
告

得
者
で
も
、
雑
損
控
除
や
医
療
費
控
除
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
が
受
け
ら

れ
る
と
き
は
、
確
定
申
告
を
し
て
源
泉
徴

収
さ
れ
た
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
税
務
署　

�（
２
１
）３
１
４
１

�
　

平
成
十
六
年
度
の
地
方
税
制
度
改
正
の

う
ち
、
平
成
十
七
年
度
課
税
分
か
ら
取
り

扱
い
が
変
わ
る
も
の
に
つ
い
て
、
主
な
改

正
事
項
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
配
偶
者
特
別
控
除

　

配
偶
者
の
合
計
所
得
が
三
十
八
万
円
を

超
え
七
十
六
万
円
未
満
の
と
き
に
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
、
配
偶
者
の
合
計
所

得
が
三
十
八
万
円
以
下
の
控
除
対
象
配
偶
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個
人
住
民
税
の
改
正
事
項

者
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
特
別
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

□
夫
と
生
計
を
同
一
に
す
る
妻
に
対
す
る

均
等
割
課
税

　

均
等
割
の
納
税
義
務
を
負
う
夫
と
生
計

を
同
一
に
す
る
妻
で
、
夫
と
同
じ
市
町
村

に
住
所
の
あ
る
方
に
対
す
る
非
課
税
措
置

が
平
成
十
七
年
度
か
ら
段
階
的
に
廃
止
さ

れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、給
与
所
得
者（
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
）
で
扶
養
親
族
が
な
い

場
合
、
九
十
三
万
円
を
超
え
る
収
入
が
あ

る
と
き
は
、
均
等
割
（
町
民
税
・
県
民
税
）

が
次
の
と
お
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

十
七
年
度　

二
千
円（
二
分
の
一
課
税
）

　

十
八
年
度
以
降　

四
千
円（
全
部
課
税
）

□
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
住
民
税
係
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給
与
所
得
者
は
 

　
　
年
末
調
整
で
精
算
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給
与
所
得
者
と
税


